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環境経営レポート
令和４年5月20日発行

y amag i s h i

山岸建設株式会社

運用期間:令和3年5月～令和4年4月
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【社名及び代表者】

【所在地】
本社《志戸呂事務所》

《高熊事務所》

山岸建設株式会社
代表取締役 山岸 豊

〒428-0019 静岡県島田市志戸呂863-1
〒428-0001 静岡県島田市高熊348番地
TEL:0547-46-1133 FAX:0547-46-1175
Email:yamaken@yamagishi-inc.co.jp
HP:http://yamagishi-inc.co.jp/

【設立年月日】
昭和23年11月8日 創業
昭和34年1月21日 有限会社山岸建設を設立
昭和57年8月7日 山岸建設株式会社に組織変更
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【事業年度】
5月1日～翌年4月30日

【環境管理責任者】
山岸 浩幸

【環境事務局担当者】
山岸 美紗子

【対象活動】
総合建設業
（土木、とび・土工、舗装、水道施設、解体、管工事業）
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※産業廃棄物収集運搬業は、自社元請工事の範囲内で行っています。

事業の内容 許可番号
許可期間

一般建設業 管工事業
（般2）第1180号

R2.7.27～R7.7.26

特定建設業 土木、とび・土工、舗装、
水道施設工事業、解体工事業

（特2）第1180号

R2.7.27～R7.7.26

産業廃棄物収集運搬業 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、
がれき類、木くず(実績なし）

第02201119323号

H2.7.14～R7.7.13

【事業の内容】

【事業の規模】
活動規模 単位 令和元年 令和2年 令和3年
売上高 百万円 532 766 674
従業員 人 20 21 18

床
面
積

志戸呂事務所 ㎡ 50.6 50.6 50.6
高熊事務所 ㎡ 216.0 216.0 216.0

車
両
（
最
大
積
載
量
）

キャブオーバ
（1,250kg) 台 2 2 2

キャブオーバ
（2,000kg) 台 1 1 1

軽トラック（1,330kg) 台 2 2 2
ダンプ（3,000kg) ※ 台 1 1 1
ダンプ（3,700kg) ※ 台 1 1 1
ユニック(3,000kg) ※ 台 0 0 1
ユニック(2,000kg) ※ 台 1 1 0
セルフ(8,100kg) ※ 台 1 1 1
商 用 車 台 8 8 8
重 機 台 8 8 7
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代表者
山岸 豊

環境管理責任者
山岸 浩幸

営業・環境事業部門
山岸 豊

総務部門
山岸 和美

工事部門
山岸 明

環境事務局
山岸 美紗子

各 現 場

【役割・責任・権限】

【組織図】

代表者

環境経営方針・環境経営目標の設定、資金等の準備、環境管理
責任者の任命、システムの評価と見直し
経営における課題とチャンスの明確化
効果的な推進体制の構築と全従業員への周知

環境管理責任者 システムの構築及び運用の管理、代表者への報告、システム
運用に関する教育・訓練の実施

環境事務局
環境管理責任者の補佐、環境経営レポートの作成、システム
運用上の文書・記録の作成及び維持管理、負荷及び取組の
自己チェックの実施

各部門⾧ 自部門に係るシステムの実施及び記録、環境管理責任者への
報告、自部門従業員に対する教育・訓練

社 員 環境経営方針を理解し遵守する
指示を受けて改善に取り組む



【基本理念】
当社の事業活動が、地球環境に及ぼす影響を理解して、

環境負担の低減、改善に取組み、地域社会の明るい未来、
ひいては当社経営発展の為に、環境保全・地域活性化に
繋がる活動を継続的に行います。

【行動指針】
1. 地球環境保護の為、二酸化炭素排出量の削減、水資源

の節約、廃棄物のリサイクルに努める。
2. 建設リサイクル法やその他の環境関連の法規制を遵守

し責任ある企業を目指す。
3. 地域の環境保全に積極的に貢献する。
4. 全社員に環境保全に関する教育を行い、意識・知識の

向上に努める。
5. 環境経営レポートを公開し、社会とのより良いコミュ

ニケーションを実践する。
6. 環境に配慮した事業活動を推進する。
7. 地域の担い手育成活動を積極的に実施する。
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平成21年11月10日 制定

令和元年5月30日 改訂
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基準年度及び運用期間の購入電力のCO2排出係数は中部電力(株)
平成30年度の0.457kg-co2/kwhを使用

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

令和４年5月～
令和５年4月

令和５年5月～
令和６年4月

令和６年5月～
令和７年4月

令和７年5月～
令和８年4月

657百万円
環境効率指数
（基準値）

環境効率指数
（－１％）

環境効率指数
（－２％）

環境効率指数
（－３％）

環境効率指数
（－４％）

CO2 二酸化炭素排出量 ㎏-co2 84,152.00 128.09 126.80 125.52 124.24 122.96

電力使用量 kwh 51,604.00 78.54 77.76 76.97 76.19 75.40

ガソリン使用量 ℓ 245,728.00 374.02 370.28 366.53 362.79 359.05

軽油使用量 ℓ 1,052,588.00 1,602.11 1,586.09 1,570.07 1,554.05 1,538.03

水使用量※３ ㎥ 326.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

産業廃棄物※２
（建設混合廃棄物）

kg 6,352.66 9.67 9.57 9.48 9.38 9.28

一般廃棄物※３ kg 655.27 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

※1　環境効率指標  (項目数値/売上高（百万円））
※2　産業廃棄物は建設混合廃棄物に限定　※３　水使用量・一般廃棄物については目標を基準年維持とする

3ヵ年の平均値

令和1・２・３年度の実績平均

目         標

資源
使用量

廃棄物
排出量

環境経営目標
【中期目標】

売上高・環境効率指数
　　　(削減率)

単位

基　準　年
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【取組結果】 運用期間:令和3年5月～令和４年4月

結　果

数　値 環境効率指標 削減率 環境効率指標 数　値 環境効率指標 評価※1

284 674
百万円 百万円

101,108.05 71,373.05
ｋｇ－CO2 ｋｇ－CO2

9,359.67 7,386.00
ｋWh ｋWh

8,339.94 9,381.84
リットル リットル

29,376.45 16,538.00
リットル リットル

346.00 308.65
ｍ3 ｍ3

400.46 1,240.89
トン トン

420.38 731.35
キロ キロ

※1　環境効率指標(項目数値/売上高（百万円））評価

76%

31%

35%

49%

25%

39%

136%

項　目

-

目標
年度比

237%

令　和　3　年　度
目　標

工事出来高

13.920

10.958

341.774

31.638

28.191

購入電力

ガソリン使用量

軽油使用量

4%減

103.438

4%減

4%減

二酸化炭素排出量 356.014

基　準　年　度
平成28・29・30年度平均

--

32.957

29.366

令　和　3　年　度
実　績

-

105.895

1.841

1.085

産業

1.218

1.410

4%減 24.53799.301

1.170

1.354

水使用量

廃棄物
排出量

1.480一般

4%減

4%減

4%減 1.421

-

○

○

○

○

○

○

×

0.458
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（令和3年度）

取組事項
(実施責任者) 環境活動の具体的な取組

電力使用量の削減

（山岸和美）

①エアコンの温度を夏（７～9月）は27℃以上、冬（12～2月）は23℃以下に設定
②OA機器、パソコン等、未使用時の電源OFF
③昼食時及び不要時の消灯
④必要のない場所の蛍光灯の取外し
⑤グリーンカーテン
⑥非常灯や現場仮設トイレ等、ソーラー式センサーライトの使用

燃料使用量の削減

（山岸 明）

①車両の点検整備（タイヤ空気圧、エンジンオイルのチェック）
②不必要な荷物は載せない
③忘れ物を無くし無駄な走行はしない
④急発進、急加速、急停止をしない
⑤不要なアイドリングの禁止
⑥重機はスロットル80%での作業
⑦移動車両はなるべく相乗りし、稼働台数を減らす。
⑧低燃費・低騒音・重機・車両を導入

廃棄物排出量の削減

（山岸 浩幸）

①コピー用紙は両面使用、縮小印刷にする
②メール等を利用して紙の使用を削減する
③使い捨て製品の購入を抑制する
④ゴミの分別を行う（事務所、工事現場）
⑤無駄な資材を発注しない
⑥電子マニフェストの導入
⑦段ボール等のリサイクル
⑧現場排出木材の再利用（しいたけ原木栽培）

水使用量の削減
（山岸 浩幸）

①蛇口付近に節水のステッカーを貼り節水に心掛ける
②定期的な漏水のチェック（2ヵ月に1回「水道使用水量等のお知らせ」にて）

その他
（山岸 豊）

①地域での環境保全活動の実施
②生物多様性の保全
③地域の担い手育成活動
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（令和3年度）

次年度の

取組内容

① エアコンの温度設定 ○ 扇風機を併用し使用量を減らした 継続

② OA機器等、未使用時電源OFF ○ 共有PCへ自動電源OFFを設定 継続

③ 昼食時及び不要時の消灯、エアコンの停止 ○ 事務所、各現場、新設テント倉庫にて実行 継続

④ 必要のない場所の蛍光灯の取外し ○ 本社非常灯、現場仮設トイレ 継続

⑤ グリーンカーテン ○ ゴーヤ、キュウリなど栽培 継続

⑥ ソーラー式センサーライトの使用 ○ 現場及び本社駐車場にて使用 継続

① 車両の点検整備（タイヤ空気圧等） ○ 始業前に点検実施 継続

② 不必要な荷物は載せない ○ 事務所出発前に荷物の整理を実施 継続

③ 忘れ物を無くし無駄な走行はしない ○ 最短で安全なルート選び 継続

④ 急発進、急加速、急停止をしない ○ 現場との行き来で慣行 継続

⑤ 不要なアイドリングの禁止 ○ 同上 継続

⑥ 重機はスロットル80%での作業 ○ 朝礼にて定期的に実施状況を確認 継続

現場との行き来で慣行

役所の資料授受時、声掛けを実施

⑧
低燃費・低騒音・排出ガス浄化システム搭載の重機
（バックホウ）を導入

○ 1台導入（R3年11月） 継続

① コピー用紙は両面使用、縮小印刷にする ○ 各PCへ基本設定を行った 継続

② メール等を利用して紙の使用を削減する ○ 社内連絡事項のメール通知 継続

③ 使い捨て製品の購入を抑制する ○ カートリッジ式の物を購入 継続

④ ゴミの分別を行う（事務所、工事現場） ○ 業者引渡し前に確認し、分別実施 継続

⑤ 無駄な資材を発注しない ○ 倉庫内部材確認の徹底 継続

⑥ 電子マニフェストの導入 ○ 都度入力を慣行 継続

⑦ 段ボール等のリサイクル ○
ティッシュ、トイレットペーパーに交換し、事務
所・現場で活用

継続

⑧ 現場排出木材の再利用 ○ しいたけ原木栽培 継続

① 節水呼び掛けステッカーを貼り節水に心掛ける ○ 社員共通の意識として実行 継続

② 定期的な漏水のチェック ○ 請求書で確認実施 継続

① 現場排出木材の再利用（しいたけ原木栽培） ○
一昨年に植え付けたしいたけを収穫し、社内のバー
ベキューに利用した

継続

② 生コンのロスを活用してブロックを作成 ○ 新規

③ ITC工事の積極的な取り組み ○ 新規

道路愛護運動（R3年7月） 継続

各工事毎に現場周辺の清掃活動 継続

② 生物多様性の保全 ○ しいたけ原木栽培 継続

③ 担い手確保活動 ○ 中学生の現場見学会 継続

廃棄物排出量の削減

水使用量の削減

その他

① 地域での環境保全活動の実施 ○

環境に配慮した自社独自の取組

具体的な取組 評　　価

電力使用量の削減

燃料使用量の削減

⑦ 移動車両の相乗り ○ 継続
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（令和３年度）

【道路愛護運動】 【学生向け現場見学会】

【グリーンカーテン】 【新導入バックホウ】（詳細次項）
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【低燃費・低騒音・排出ガス浄化性能を持つバックホウ導入】R3.11

オートアイドリングストップに
より低燃費を実現

国土交通省超低騒音型建設機械
の基準をクリアする静音性を備える

キャタピラージャパン合同会社
ミニ油圧ショベルカタログより
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【現場排出木材の再利用/生物多様性保全（しいたけ原木栽培）】

◆一昨年度植え付けた しいたけの収穫

地域の子供達と収穫。
「しいたけってこうやって生えてるんだ」「かたつむり発見」などの声が聞こ
え、普段あまりできない自然と親しむ体験の場を提供することにより

地域貢献、また生物多様性の保全を促すことができた。

◆社内のバーベキューで収穫した しいたけを味わう

廃材利用のエコ活動について
社内で共有する場となった。
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【電力使用量の削減/廃棄物排出量の削減】

◆今年度新設のテント倉庫

◆室内を木材で保護することによりテントを⾧持ちさせる

テント素材を保護し、耐久性を持
たせることによりテントを⾧く使うこと
により、コスト面だけでなく将来的な
廃材排出の抑制にも寄与する。

保護木材は低ホルムアルデヒドの
国産材を使用。国産材を使うことで
離れた地域の木材の過度な消費を抑
え、運搬のために使用するエネルギーも
削減でき、総合的に資源の無駄遣い

を防ぐ「エコ」に繋がる。

明るい色味のテントを選択するこ
とにより、日中は太陽光のみで使
用でき、節電となる。
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証拠 判定

産業廃棄物の収集運搬・処理委託基準 業者との契約、許可証写し保管 随時
契約書
許可証

○

電子マニフェストの登録
電子マニフェスト（JWNET）を利用。排出事業者は廃棄物を引渡した日から3
日以内、収集運搬事業者は運搬終了後3日以内、処分業者は処分終了後3日以内
に登録する。

電子
マニフェスト

○

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付及び保管・管理
A,B2,D,E票の保管（5年間） ※D票90日、E票180日以内に送付されな
い場合は30日以内に都道府県知事へ報告

紙マニフェスト ○

産業廃棄物処理処理委託先の実施確認と記録の保管 記録の保管（5年間） 年1回以上 チェックシート ○

多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実施状況報告 産業廃棄物が年間1,000ｔを超えて排出される場合に県に報告書提出 〇

廃棄物の飛散・流出・地下浸水の防止 保管場所に60cm×60cm以上の表示板を設置 ○

収集業者の許可証確認（写し保管） 1回/5年 許可証年月 ○

産業廃棄物の収集運搬・処理委託基準 業者との契約、許可証写し保管 随時
契約書
許可証

○

電子マニフェストの登録
電子マニフェスト（JWNET）を利用。排出事業者は廃棄物を引渡した日から3
日以内、収集運搬事業者は運搬終了後3日以内、処分業者は処分終了後3日以内
に登録する。

電子
マニフェスト

○

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付及び保管・管理
A,B2,D,E票の保管（5年間） ※D票90日、E票180日以内に送付されな
い場合は30日以内に都道府県知事へ報告

紙マニフェスト ○

自社による運搬時の表示、書類携行 ○

産業廃棄物管理票交付等状況を静岡県知事へ報告 紙マニフェストが交付された場合のみ 1回/年 報告書年月 ○

産業廃棄物管理責任者の選任 ○

建設リサイクル法（第12条）、資源有効利用促進法

特定建設資材※1の分別解体等・再資源化等の実施
工事着手7日前までに都道府県知事へ提出
実施と報告

○

（建設副産物適正処理推進要綱）
指定副産物の再資源化資源利用計画書（実施書）、再資源化資源利用促進計画
書（実施書）の作成、実施、保管

○

（ＰＣリサイクル法）ＯＡ機器の適正処分 引き取り業者への適切な引渡し 廃棄時 ○

建設業法

建設業の許可 5年毎に更新 ○

建設工事の請負契約
施工体制台帳及び施工体系図の作成。工事現場内の見やすい場所に施工体系図
を掲示する。

○

雑側 工事毎に許可を受けた内容を掲示する。 ○

判定日:令和 4年 5 月 20 日
判定者:環境管理責任者　山岸 浩幸

法規・条例・規制

法令の要求事項
点検・測定頻度、

実施時期
順守評価

廃棄物処理法（排出事業）

廃棄物処理法（収集運搬事業）

静岡県環境基本条例、静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例

資源有効利用促進法（第4条）
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【環境関連法規等の遵守状況】
関係機関からの指摘、利害関係からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

オフロード車（特定特殊自動車）の使用規制 規制適用日以後に製作された新車に対する規制 適合証明 -

法定点検、整備、積載基準の遵守
車検証

自主点検表
○

振動規制法（第14条1項）、静岡県生活環境の保全等に関する条例（第44条）

特定建設作業※2開始の届出 作業開始7日前までに都道府県知事へ提出 -

規制基準の遵守 特定建設作業の敷地境界線において７５デシベルを超えない -

騒音規制法（第14条1項）、静岡県生活環境の保全等に関する条例（第44条）

特定建設作業※2開始の届出 作業開始7日前までに都道府県知事へ提出 -

規制基準の遵守 特定建設作業の敷地境界線において８５デシベルを超えない -

浄化槽法、静岡県浄化槽法施行細則（第41条）

新設・変更・廃止の届出 30日以内 ○

保守点検の実施
点検:3回/年
清掃:1回/年

○

定期水質検査 １回/年 ○

家電リサイクル法

特定家庭用機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）のリサイクル 引き取り業者への適切な引渡し 廃棄時 〇

自動車リサイクル法（第5条）

廃棄車両の適正処分※3 引き取り業者への適切な引渡し 廃車した場合 〇

地球温暖化対策の推進に関する法律（第5条）、静岡県地球温暖化防止条例（第31条）

温室効果ガス排出の抑制措置 ○

気候変動適用法

熱中症対策 ○

消防法

火災の予防 ○

フロン排出抑制法

簡易定期点検（ユーザー） 第一種特定製品（事務所空調、建設機械空調） １回/3ヶ月 ○

定期点検（専門知識を有する者） 圧縮機電動機定格出力が7.5kW以上50kW未満（50kW以上）の場合 １回/3年（1回/年） -

○:適合、△:不適合の可能性あり、×:不適合、－:該当なし　（判定が×の場合は、問題点処置票により解決する）

※ 静岡県条例（静岡県例規集　http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/reiki.html 参照）　　※2　別添「特定建設作業の種類」参照

※1　特定建設資材…「コンクリート塊」「アスファルト・コンクリート塊」「建設発生木材」　　※3　「自動車リサイクル促進センター」HPで廃車状況を検索

道路法、道路運送車両法、道路交通法

特定特殊自動車排出ガスの規制に等に関する法律（通称:オフロード法）（第51条）
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作成年月日 令和4年5月20日

レ :

レ :

レ :

レ :

レ :

レ :

レ :

レ :

1

2

3

4 実施体制（組織）

5 環境経営レポート

代
表
者
に
よ
る
全
体
の
評
価
見
直
し

全体評価・コメント（環
境経営システムの有効性・取
組の適切性等）

見直し項目 変更の必要性 「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

環境経営目標 有　・　無
中期目標値を変更。⾧年の取組の中で基準値からの削減目標値が実態にそぐわない目
標値となってきていたので見直し。来年以降は2021年を基準年とする。

環境経営計画・取組項目 有　・　無

今年度は世界情勢の変化により、原油価格高騰、また材料費の価格高騰が続き、この高
騰は経営面では利益を圧迫する事態となってきています。そうした状況下において、エ
コアクション21への取組は、経営改善の解決策としても、益々重要課題であると認識し
ております。今年度の取組結果は燃料消費量・資源利用料は削減目標を大きくクリアす
ることができました。来年度以降は目標を改めて厳しく設定し直し、従業員とともに資
源消費量の削減・材料ロスの削減を実現するための方策を講じていきたいと思います。
　また、今回良かったと感じることは、騒音の苦情があった現場で、現場監督の提案で
工法を変えて騒音対策が素早く取れたことです。建設業においては特に周辺環境や周辺
住民との信頼関係が重要となります。周辺住民の皆さまからのご意見はしっかりと受け
止め、誠意をもって対応したいと常々社員と共有しております。その方針が社内で浸透
していることを実感できました。
　来年度以降の環境経営目標もしっかりと全社員と共有し、引き続き意識高く取り組ん
でいきます。

有　・　無

有　・　無

見
直
し
関
連
情
報

項　　目

1 環境経営方針 入社歴の浅い社員も含め、全社員共通認識として浸透させていきたい。

2

6

原料価格高騰により、代替材料の選択も余儀なくされる。その際にいかにコスト面でメリットが
あるかだけでなくエコに寄与できるかも配慮して選択していきたい。

8 その他（地域貢献）
廃材利用のしいたけも大切に栽培でき、無事収穫。地域のこどもに収穫体験をしてもらうことが
できた。

確認:必要に応じて評価・コメント記載

有　・　無

環境経営目標及び目標
達成状況

自社で削減可能な部分に対しては、昨年より継続してすべてクリア出来た。
※産廃の殻数量等は受注した工事内容によるため。

3 環境経営計画及び取組
の実施状況

低燃費・低騒音・排ガスもよりクリーンな重機を導入することができた。
令和元年度に新たに追加した地域の担い手育成活動実施することができた。

4 環境関連法要求一覧及
び遵守状況

例年に引き続き、全てクリア出来た。

5
外部コミニュケーショ
ン・対応記録

工事における周辺住民からの苦情には細心の注意を払っており、今回も誠意を持って対応でき
た。

問題点の是正・予防処
置の実施状況

目標値が売上により変動するため、期中のチェックができなかった。（期が終わるまで定まらな
い）。来年度より目標値を売上に左右されない数量にて設定。期中にチェックをする。

7 取引先・業界・行政機
関等の外部動向


